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(57)【要約】
【課題】海岸地区においても塗装時の耐食性を向上できる引張強度が７８０～１４００Ｍ
Ｐａを有する高力ボルト・ナットの製造が可能な手段を提供する。
【解決手段】本発明の高強度鋼は、質量％で、Ｃ：０．０１～０．２５％、Ｓｉ：０．０
１～１．０％、Ｍｎ：０．１～３％未満、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．０１％以下、Ｃ
ｒ：３～７％、Ａｌ：０．２～２％、Ｎ：０．０２％以下、を含有し、かつ選択的に、Ｃ
ｕ：０．１～２％、Ｎｉ：０．１～２％、Ｍｏ：０．００５～１％、Ｖ：０．００５～０
．１％、Ｎｂ：０．００５～０．０５０％、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｃａ：０．
０００５～０．０５％、Ｍｇ：０．０００５～０．０５％、ＲＥＭ：０．００１～０．１
％の１種または２種以上を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、その金属
組織が９０％以上のマルテンサイトであることを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ    ：０．０１～０．２５％
Ｓｉ  ：０．０１～１．０％
Ｍｎ  ：０．１～３％未満
Ｐ    ：０．０３％以下
Ｓ    ：０．０１％以下
Ｃｒ  ：３～７％
Ａｌ  ：０．２～２％
Ｎ    ：０．０２％以下
を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、その金属組織が９０％以上のマル
テンサイトであることを特徴とする海岸地区における塗装時の耐食性に優れた高強度鋼。
【請求項２】
　質量％で、
Ｃｕ  ：０．１～２％
Ｎｉ  ：０．１～２％
Ｍｏ  ：０．００５～１％
Ｖ    ：０．００５～０．１％
Ｎｂ  ：０．００５～０．０５０％
Ｔｉ  ：０．００５～０．０３％
Ｃａ  ：０．０００５～０．０５％
Ｍｇ  ：０．０００５～０．０５％
ＲＥＭ      ：０．００１～０．１％
の１種または２種以上を更に含有することを特徴とする請求項１記載の海岸地区における
塗装時の耐食性に優れた高強度鋼。
【請求項３】
　質量％で、
Ｃ    ：０．０１～０．２５％
Ｓｉ  ：０．０１～１．０％
Ｍｎ  ：０．１～３％未満
Ｐ    ：０．０３％以下
Ｓ    ：０．０１％以下
Ｃｒ  ：３～７％
Ａｌ  ：０．２～２％
Ｎ    ：０．０２％以下
を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる組成を有する鋼を表面温度で９５０
℃以上１２００℃以下に加熱後、少なくとも３０分以上、１２０分以下で保持し、その後
、８５０℃以上の温度から、１５０℃の温度まで、平均１℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で焼
入れることを特徴とする海岸地区における塗装時の耐食性に優れた高強度鋼の製造法。
【請求項４】
　鋼の組成中に、質量％で、
Ｃｕ  ：０．１～２％
Ｎｉ  ：０．１～２％
Ｍｏ  ：０．００５～１％
Ｖ    ：０．００５～０．１％
Ｎｂ  ：０．００５～０．０５０％
Ｔｉ  ：０．００５～０．０３％
Ｃａ  ：０．０００５～０．０５％
Ｍｇ  ：０．０００５～０．０５％
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ＲＥＭ      ：０．００１～０．１％
の１種または２種以上を更に含有させたことを特徴とする請求項３記載の海岸地区におけ
る塗装時の耐食性に優れた高強度鋼の製造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築・土木分野における各種構造物に用いる摩擦接合用の高力ボルト・ナッ
ト用の鋼に関し、特に海岸地域の構造物などの飛来塩分が関与した腐食環境で用いられる
塗装時の耐食性に優れた引張強度が７８０ＭＰａ以上１４００ＭＰａ以下の高強度鋼およ
びその製造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　橋梁など長期間の耐食性の維持が必要な構造物では、一般に耐候性鋼材などが用いられ
ている。それに伴い、構造物の継手に用いられる高力ボルト・ナットなどでも耐候性を有
する鋼が適用されている。たとえば、特許文献１、特許文献２などには、Ｃｕ，Ｃｒなど
の有効元素が富化した防食性の高い安定錆が表面を覆うことにより、著しく腐食の進展が
遅延されるようにした高強度鋼が開示されている。これらの高強度鋼は、焼入れ焼戻し処
理を施され１０００ＭＰａ以上の強度で用いることを前提としている。
【０００３】
　しかしながら、海岸地区など飛来塩分量が多い地区では、上記のような耐候性素材は、
Ｃｕ、Ｃｒによる安定錆層が生成しにくくいことが知られている。そこで、近年、海岸地
区でも裸で使用に耐える高力ボルト用鋼材が開発され、特許文献３、特許文献４、特許文
献５、特許文献６など、で開示されている。これは、Ｎｉを１％以上、さらに必要に応じ
てＭｏを０．２５％以上添加することを特徴とし、必要な焼入れ強度を確保するために、
Ｄｉ値を規定したものである。上記の発明はたしかに、優れた耐食性を示すものの、Ｎｉ
、Ｍｏなど高価な元素を含むために、材料のコストが高くなる欠点がある。さらに、一般
に橋梁は、塗装を前提として設計されており、高価な裸仕様に耐えるボルト用鋼を用いる
ことは、あまり合理的ではない。
【０００４】
　そこで、近年、塗装を前提とした高い耐食性鋼を発言する鋼として、例えば、特許文献
７、特許文献８、特許文献９、特許文献１０の発明がなされるに至った。これらの鋼は、
１０％以下のＣｒを含有し、Ａｌを０．３％以上添加することで、水溶液中で基材表層部
より卑なる金属層、例えば、Ｚｎなどを塗布、あるいは、メッキなどで付着させることで
、飛躍的に耐食性を向上できる技術である。しかしながら、これらの技術は、ボルトに適
用するには、強度が低い難点があり、これらの鋼材を用いて橋梁を製造する場合、同種の
材料がなくボルト接合でいきない難点があった。
【０００５】
　さらに、高耐食性を有し、強度が高い性質を有する鋼として、マルテンサイト系ステン
レス鋼が開発されている。例えば、特許文献１１は、Ｃｒ：７～１５％、Ｃｕ：０．２５
～５％などを含有する耐食性に優れた油性用マルテンサイト系ステンレス鋼、特許文献１
２は、Ｃｒ：７～１５％、Ｎｉ：０．７～８．０％、Ａｌ：０．００１～０．２％を含有
する高耐食性マルテンサイト系ステンレス鋼、特許文献１３は、Ｃｒ：４～１１％、Ａｌ
：０．００１～０．１％、Ｃａ：０．０００５～０．０２％、Ｏ：０．０００５～０．０
１％を含有し、Ｃａを含有する硫化物が所定量含まれていることを特徴とする被削性に優
れたマルテンサイト系ステンレス鋼部品およびその製造方法、を開示している。しかしこ
のようなマルテンサイト系ステンレスは、一般にＣｌイオンが多量に存在する海浜地区で
の長期の使用はできず、かつ、締結する母材との間に異種金属腐食などが発生する懸念が
あることから、橋梁などの土木用途では、一般的には、適用できない。
【特許文献１】特公昭５３－２４８９０
【特許文献２】特公昭５６－２０３５０
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【特許文献３】特開２０００－６３９９２
【特許文献４】特開２０００－１１９８１４
【特許文献５】特開２０００－１１９８１５
【特許文献６】特開２００１－１０１７１９０
【特許文献７】特開平６－２１２２２７
【特許文献８】特開平６－２８００４８
【特許文献９】特開平１－３５００８６
【特許文献１０】特開２００４－１６２１２０
【特許文献１１】特開平１１－３１０８５５
【特許文献１２】ＷＯ９９／０４０５２
【特許文献１３】特開２０００－２８２１８５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するために、海岸地区においても塗装時の耐食性を向上で
きる高力ボルト・ナットの製造が可能な手段を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記の目的を達成すべく海水腐食環境等の腐食環境において優れた耐食性
を有し、かつ強度が７８０ＭＰａ以上の鋼を開発するべく、種々の観点から検討を行った
。なお、引張強度があまりに高くなりすぎると、遅れ破壊の危険性が伴うので、開発する
上でその上限を１４００ＭＰａとした。また、ボルト加工時の生産性にも考慮し、割れな
どの不具合がないことにも配慮した。
【０００８】
　その結果、一般に良く用いられるＺｎを含有する塗装時の海岸環境における耐食性に着
目し、実験を行うと同時に、引張強度を満足するための製造条件を検討した結果、適切な
成分系、満足すべき金属組織およびそれを実現するための熱処理温度条件を見出した。
【０００９】
　上記の知見に基づいてなされた本発明の骨子は、次の通りである。
（１）質量％で、
Ｃ    ：０．０１～０．２５％
Ｓｉ  ：０．０１～１．０％
Ｍｎ  ：０．１～３％未満
Ｐ    ：０．０３％以下
Ｓ    ：０．０１％以下
Ｃｒ  ：３～７％
Ａｌ  ：０．２～２％
Ｎ    ：０．０２％以下
を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、その金属組織が９０％以上のマル
テンサイトであることを特徴とする海岸地区における塗装時の耐食性に優れた高強度鋼。
【００１０】
（２）質量％で、
Ｃｕ  ：０．１～２％
Ｎｉ  ：０．１～２％
Ｍｏ  ：０．００５～１％
Ｖ    ：０．００５～０．１％
Ｎｂ  ：０．００５～０．０５０％
Ｔｉ  ：０．００５～０．０３％
Ｃａ  ：０．０００５～０．０５％
Ｍｇ  ：０．０００５～０．０５％
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ＲＥＭ      ：０．００１～０．１％
の１種または２種以上を含有することを特徴とする（１）記載の海岸地区における塗装時
の耐食性に優れた高強度鋼。
【００１１】
（３）（１）記載の組成を有する鋼を表面温度で９５０℃以上１２００℃以下に加熱後、
少なくとも３０分以上、１２０分以下で保持し、その後、８５０℃以上の温度から、１５
０℃の温度まで、平均１℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で焼入れることを特徴とする海岸地区
における塗装時の耐食性に優れた高強度鋼の製造法。
（４）（１）及び（２）記載の組成を有する鋼を表面温度で９５０℃以上１２００℃以下
に加熱後、少なくとも３０分以上、１２０分以下で保持し、その後、８５０℃以上の温度
から、１５０℃の温度まで、平均１℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で焼入れることを特徴とす
る海岸地区における塗装時の耐食性に優れた高強度鋼の製造法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、海岸地区での橋梁などの構造物の建造に対し、引張強度７８０ＭＰａ以上１
４００ＭＰａ以下の高力ボルト用鋼を提供でき、耐食性の優れた摩擦接合用高力ボルトと
しての使用が可能であり、産業上極めて有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明に係る高強度鋼の組成について説明する。
Ｃ：　Ｃは、強度を改善する元素であると同時に、母材の硬質相の硬さを上昇させること
ができる元素であるため、０．０１％以上の添加が必要であるが、０．２５％を超える添
加では、過剰に硬化し、加工性などの劣るため、含有量範囲を０．０１％～０．２５％と
する。
【００１４】
　Ｓｉ：　Ｓｉは、Ｃｒを２％以上含有する鋼に脱酸剤および強化元素として添加するこ
とが有効であるが、含有量が０．０１％未満ではその脱酸効果が充分ではなく、１．０％
を超えて含有すると過剰に硬化するため、含有量の範囲を０．０１％以上１．０％以下に
限定する。
【００１５】
　Ｃｒ:　Ｃｒは、耐食性を確保するために３％以上、好ましくは、４．５％以上を含有
させることが必要であるが、７％を超えて含有すると、強度の過度の上昇を招き加工性を
減ずるので、その範囲を３～７％、好ましくは、４．５～６．５％とする。
【００１６】
　Ａｌ:　Ａｌは、本発明において耐食性を確保するためにＣｒと並んで重要な元素であ
って、Ａｌの含有量は、耐食性を確保する観点から０．２％以上の必要であるが、一方、
２％を超えて添加すると変態点の上昇を招き、適切な強度を得るための焼入れ温度の確保
が困難になり、強度の低下を招くので、その含有量は０．２％以上２％以下に限定する。
【００１７】
　Ｍｎ:　Ｍｎは本発明においては、主として強度の改善とオーステナイト形成元素とし
て作用し、耐食性の観点から添加されているＣｒおよびＡｌにより上昇する変態点を適切
な温度まで低下させ、かつ焼入れ性を確保するために添加される。すなわち、Ｃｒおよび
Ａｌは周知のようにフェライト形成元素であり、これらが多量に添加されると、凝固から
室温に至るまで変態を経ずしてフェライト単相組織となり、鋳造時の冷片での割れを誘発
するなど、製造性を阻害する。その結果、Ｍｎ量は０．１％以上添加することが必要であ
るが、３％以上の添加量では、強度の過度の上昇と加工性を減ずるので３％未満の添加と
する。
【００１８】
　Ｎ：　Ｎは、鋼板に多量に添加されると焼入れ時の硬さが増加し、引張強度が上限を超
えるため、その上限の含有量は、０．０２％とする。
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【００１９】
　Ｐ:　Ｐは、多量に存在するとボルト加工時の割れなどの不具合を発生させるので、少
ない方が望ましく、上限の含有量は０．０３％とする。
【００２０】
　Ｓ:　Ｓも多量に存在すると耐孔食性を低下させるので少ない方が望ましく、上限の含
有量は０．０１％とする。ＳもＰと同様に不可避的な混入量をできる限り少なくするのが
よい。
【００２１】
　さらに、本発明では以下の元素を選択して添加できる。
　Ｃｕ、Ｎｉ：　Ｃｕ，Ｎｉともに強度を改善するとともに、Ｍｎと同様にフェライト生
成を抑制する効果がある。特に、Ｎｉは焼入れ性を増加させ、焼入れ時の強度改善に効果
がある。その効果は、いずれも０．１％以上の添加を必要とするが、いずれも２％を越え
て添加してもその効果が飽和するので、両者ともに、その限定範囲を０．１～２％とする
。
【００２２】
　Ｍｏ：　Ｍｏは、ＣｒおよびＡｌが添加された鋼において、０．００５％以上添加され
ると、孔食の発生と成長を抑制する効果が認められるが、１．０％を超えて添加しても効
果が飽和するので、その範囲を０．００５％～１．０％とする。
【００２３】
　Ｎｂ：　Ｎｂは耐食性を損なわずに、強度を改善する元素であり、その効果は０．００
５％から認められるが、０．０５％を越えると粗大な析出物が生成し割れの起点となるた
めにその範囲を０．００５％～０．０５％とする。
【００２４】
　Ｖ：　Ｖは、同じく耐食性を損なわずに、強度を改善する元素であり、０．００５％以
上で効果が認められるが、多量の添加過剰な強度上昇を招くので、その上限を０．１％と
する。
【００２５】
　Ｔｉ：　Ｔｉは窒化物の生成を通じて高温での結晶粒径の細粒化に寄与し、加工性、遅
れ破壊性の改善に効果がある元素であるので、０．００５％以上の添加が必要となるが、
０．０３％を越えると、粗大な析出物が生成するために、割れの起点となる可能性がある
。従って、その範囲を両元素ともに０．００５％～０．０３％とする。
【００２６】
　Ｃａ，Ｍｇ：ＣａおよびＭｇはＣｒおよびＡｌを含有する鋼において、耐食性を改善で
きる元素である。現在のところその機構には不明点が多いが、両者がそれぞれ０．０００
５％以上で耐食性が一層向上し、その量の増大とともに、耐食性の向上が認められるが、
０．０５％を越えて添加すると耐食性向上効果が飽和するばかりではなく、靭性が低下す
る傾向が明らかとなっており、その添加量を０．０００５～０．０５％以下に限定する。
【００２７】
　ＲＥＭ：さらに、本発明では、希土類元素（ＲＥＭ）を適宜添加してもその耐食性を損
なわずに、母材の耐焼き割れ性を改善することが可能である。その添加量は、０．００１
％以上を必要とするが、多量の添加は靭性などの阻害するので、その上限を０．１％とす
る。
【００２８】
　なお、本発明鋼を製造するに際して、造塊分塊法あるいは連続鋳造法およびその他の方
法で鋼塊として製造した後に、熱間圧延あるいは熱間鍛造によって鋼板もしくは、丸棒と
して製造される。その後、所定のマルテンサイト組織分率を得るために、焼入れ処理が施
される。
【００２９】
　焼入れ処理は、９５０℃以上、１２００℃以下の温度で実施される。この条件は、組成
に依存する変態点にもよるが、加熱時の必要なオーステナイト量（温度条件によっては、
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オーステナイト単相あるいは、オーステナイト（９０％以上）およびフェラト相の混合組
織）を得るためには、９５０℃が必要であり、１２００℃を超えると、組織が粗大すると
同時に、δフェライトが生成し、焼入れ強度が低下するために、上限値を１２００℃未満
とする。さらに焼入れに際し、保持時間は、素材内部の均一化から３０分以上必要とする
が、１２０分を超えると、組織の粗大化が起こるために、保持時間は、３０分以上、１２
０以下とする。なお、焼入れ時の冷却に際しては、焼入れ開始温度として、８５０℃以上
の温度から、１５０℃の温度まで、平均１℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で冷却することが必
要である。これは、焼入れ開始温度が、８５０℃未満となると、焼入れ不足となり、適切
な硬化組織を得ることがでず、また、１５０℃までの平均冷却速度が１℃／ｓｅｃ未満と
なると、やはり、焼入れ不足となる懸念がある。
【００３０】
　このようにして得られた鋼は、９０％以上のマルテンサイト組織を有している。本成分
範囲において、マルテンサイト分率が９０％以上であると、引張試験７８０ＭＰａ級の強
度が実現できるが、マルテンサイト分率が９０％未満となると強度が低くなり、高力ボル
ト・ナットとしての所定の特性を満足できない。
　なお、焼入れ処理は、丸棒に圧延あるいは鍛造、場合によっては、鋼板として圧延後、
ボルト成形・ネジ転造、あるいは、機械加工によりボルトあるいは、ナット形状に加工さ
れた後に実施される。
　以下、本発明の実施例を示す。
【実施例】
【００３１】
　表１に示す成分系の鋼を溶製後、板厚３０ｍｍの鋼板および直径２５ｍｍの丸棒に熱間
圧延し、それを素材として、直径２０ｍｍのボルト加工を行い、焼入れ処理（水焼入れを
主とし、一部、油焼入れ）を実施した。なお、焼入れ時およびボルト加工時の状況を観察
し、割れなどの不具合を記録した。その時の製造法の詳細を表２に示す。母材の引張強度
は、ボルト加工後のＪＩＳ　Ｂ　１１８６ に準拠した引張試験により評価した。また、
マルテンサイト分率は、光学顕微鏡にてｘ５００倍で２０視野を観察し、面積率から求め
た。耐食性評価は、ボルト加工後、無機Ｚｎを６０％含有するプライマで塗装後、海岸か
ら１００ｍの距離にある曝露場にて、約１．５年間曝露した時の表面の錆発生面積率（発
錆した面積／評価対象面積）で評価した。
　表２にその試験の結果を合わせて示す。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
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【表２】

【００３４】
　Ａ鋼～Ｋ鋼は、すべて本発明範囲のものであり、Ｌ鋼～Ｖ鋼は本発明範囲を逸脱した成
分系を有するものである。
　すなわち、Ａ鋼からＫ鋼の組成を有するもので、かつ、熱処理条件が本発明範囲内にあ
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るもの（番号：１，２，３，４，５，６，８、９，１１，１２、１４）は、製造時の不具
合もなく、引張強度も８２５～１３２４ＭＰａの範囲にあり、また、耐食性もすべて良好
な値を示している。
【００３５】
　それに対し、成分系が本発明範囲であっても焼入れ温度が本発明範囲を逸脱した番号７
、１０、１３および１５については、いずれも本発明範囲を満足していない例である。す
なわち、番号７は、焼入れ開始温度が８２０℃であり、本発明範囲を下回っており、番号
１０は、焼入れ温度が、１２５０℃と本発明範囲の上限を超えている例である。また、番
号１３は、冷却速度が、０．５℃／ｓｅｃであり、本発明範囲を下回っており、番号１５
は、焼入れ温度が本発明範囲の下限を下回っている。従って、いずれもマルテンサイト分
率が９０％を下回っており、引張強度が目的とする７８０ＭＰａより低い。
【００３６】
　一方、Ｌ鋼～Ｖ鋼はすべて本発明の成分範囲を逸脱している比較鋼である。
　すなわち、番号１６（Ｌ鋼）はＣが本発明範囲の下限を逸脱しているため、引張強度が
低い。
　番号１７（Ｍ鋼）はＭｎが過剰に添加されたため引張強度が１４００ＭＰａを超え、か
つ加工時の割れが発生する不具合を生じる。
　番号１８（Ｎ鋼）は、Ｐが過剰に含有されているため、やはり、加工時の割れが発生し
ている。
　番号１９（Ｏ鋼）は、Ｓが過剰に含有されたもので、耐食性の低下が認められる。
　番号２０（Ｐ鋼）および番号２１（Ｑ鋼）は、耐食性に重要なＣｒおよびＡｌが本発明
下限値を下回って添加されたもので、いずれも耐食性が低下している。
　番号２２（Ｒ鋼）は、Ａｌが過剰に添加されたもので、マルテンサイト分率が５５％と
低く、引張強度が所定の強度を満足しない。
　番号２３（Ｓ鋼）は、Ｎが過剰に添加された例であり、引張強度が１４００ＭＰａを超
えて高い。
　番号２４（Ｔ鋼）は、Ｍｎが本明範囲下限値を下回った例であり、マルテンサイト分率
が６０％と低く、引張強度が低下している。
　番号２５（Ｕ鋼）は、Ｃｒが本発明の上限を上回ったものである。この場合、引張強度
が１４００ＭＰａを越えている。
　番号２６（Ｖ鋼）は、Ｃが本発明の上限を上回っており、やはり引張強度が１４００Ｍ
Ｐａを超えて高い。
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